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令和６年４月１日現在

認知症対応型通所介護 ・介護予防認知症対応型通所介護

重 要 事 項 説 明 書

当事業所は介護保険の指定を受けています。

（指定事業者番号：第 2672800162 号）

当事業所は利用者に対して指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知

症対応型通所介護のサービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービス

の内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
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1 設置運営法人

（１）法人名 社会福祉法人京都悠仁福祉会

（２）法人所在地 京都市伏見区深草正覚町２３番

（３）電話番号 ０７５-５６１-６５５０

（４）代表者氏名 理事長 武田 隆久

2 事業所の概要

（1） 事業所の種類 認知症対応型通所介護事業所

（平成１３年１２月１日 指定 第 2672800162 号）

介護予防認知症対応型通所介護事業所

（平成１８年 ４月１日 指定 第 2672800162 号）

（２）事業所の目的 事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、利用者が有する能力に応じ、可能

な限り自立した日常生活を営むことができるように、必要な日常生活上の介護

及び機能訓練などを行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の

機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを

目的として、利用者に対し、認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型

通所介護のサービスを提供します。

（３）事業所の名称 城陽市立東部デイサービスセンター

（４）事業所の所在地 京都府城陽市久世芝ヶ原６番地の２

（５）連絡先 TEL０７７４―５６－２５３０ FAX０７７４－５６－２５３１

（６）管理者氏名 山中 潤也

（７）事業所の運営方針

１ 利用者が、可能な限り居宅において、自立した日常生活を維持、向上できるよう、その有す

る能力に応じて日常生活上の介護及び機能訓練などを行います。

２ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った介護福祉サービスの提供に努

め、利用者との間に信頼のかけはしを築きます。

３ 事業の運営に当たっては、地域社会や家庭との結び付きを重視し、関係行政機関、他の居宅

サービス事業所その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する事業所との連携に努

めます。

（８）開設年月日 平成１３年１２月１日

（９）通常の事業の実施地域

通常の事業の実施範囲は、城陽市内全域とします。
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（10）営業日、営業時間及び利用定員

営 業 日 全日（ただし、１２月３１日から１月３日は除く）

営 業 時 間

午前８時３０分～午後５時００分

ご希望により、午前７時３０分～午後７時の延長利用に

対応します（介護予防除く・要相談）

サービス提供時間 午前７時３０分～午後７時００分

利 用 定 員 １日１２名

受 付 時 間 午前８時３０分～午後５時

※変更や利用の中止は 終日 受付します。

（11）併設されている他の事業

当事業所に併設されている事業所は、次のとおりです。

通所介護事業所 （平成１３年１２月１日 指定 第 2672800162 号）

通所介護相当サービス事業所

城陽市・宇治市 (平成３０年 ４月１日 指定 第 2672800162 号）

3 職員の配置状況

当事業所では、利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の

職種の職員を配置しています。

＜主な職員の配置状況＞ ※職員の配置については、指定基準を充たしています。

（単位：名）

職 種 常勤 非常勤

専従 兼務 専従 兼務

１. 管理者 1

２. 生活相談員 4

３. 介護職員 3 6

４. 看護職員 3 1

５. 機能訓練指導員 3 1

令和６年４月１日現在

4 事業所が提供するサービスと利用料金

当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照）

以下のサービスについては、利用料金の９割または一定以上の所得のある方は８割もしくは７割

が介護保険から給付されます。

① 食事の介助（ただし、調理に要する費用と食材料費は別途必要です。）

・当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮

した食事を提供します。

・利用者の自立支援のため、離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。

② 入 浴

・入浴または清拭を行います。寝たきりの方も機械浴槽等を使用して入浴することができます。
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・サービス提供時は、プライバシーの保護に配慮します。

③ 排 泄

・排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した介助を行います。

・サービス提供時は、プライバシーの保護に配慮します。

④ 機能訓練

・機能訓練指導員、看護職員などの指導により、利用者の心身等の状況に応じて、個別機能訓練

計画を作成し、それに基づき日常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防止する

ための訓練を実施します。

⑤ 送 迎

・居宅と事業所との間の送迎を行います。

【サービス利用料金】（契約書第７条参照）

下記の料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた

金額（自己負担額）をお支払い頂きます。

(下記の自己負担額は目安の金額であり、円未満の端数処理等により誤差が生じることがあります。）

（サービス利用料金は、利用者の要介護度及び負担割合に応じて異なります。）

基本料金 要介護度 １割負担 ２割負担 ３割負担

サービスに

係る自己

負担額

介

護

予

防

認

知

症

対

応

型

通

所

介

護

費

要支援１

（1 回あたり）

４７５単位 ① ４９１円 ① ９８２円 ① １，４７３円

４９７単位 ② ５１３円 ② １，０２６円 ② １，５３９円

７４１単位 ③ ７６５円 ③ １，５３０円 ③ ２，２９５円

７６０単位 ④ ７８５円 ④ １，５７０円 ④ ２，３５５円

８６１単位 ⑤ ８８９円 ⑤ １，７７８円 ⑤ ２，６６７円

８８８単位 ⑥ ９１７円 ⑥ １，８３４円 ⑥ ２，７５１円

要支援２

（1 回あたり）

５２６単位 ① ５４３円 ① １，０８６円 ① １，６２９円

５５１単位 ② ５６９円 ② １，１３８円 ② １，７０７円

８２８単位 ③ ８５５円 ③ １，７１０円 ③ ２，５６５円

８５１単位 ④ ８７９円 ④ １，７５８円 ④ ２，６３７円

９６１単位 ⑤ ９９３円 ⑤ １，９８６円 ⑤ ２，９７９円

９９１単位 ⑥ １，０２４円 ⑥ ２，０４８円 ⑥ ３，０７２円

単
独
型
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

要介護１

（１回あたり）

５４３単位 ① ５６１円 ① １，１２２円 ① １，６８３円

５６９単位 ② ５８８円 ② １，１７６円 ② １，７６４円

８５８単位 ③ ８８６円 ③ １，７７２円 ③ ２，６５８円

８８０単位 ④ ９０９円 ④ １，８１８円 ④ ２，７２７円

９９４単位 ⑤ １，０２７円 ⑤ ２，０５４円 ⑤ ３，０８１円

１,０２６単位 ⑥ １，０６０円 ⑥ ２，１２０円 ⑥ ３，１８０円

要介護２

（１回あたり）

５９７単位 ① ６１７円 ① １,２３４円 ① １,８５１円

６２６単位 ② ６４７円 ② １,２９４円 ② １,９４１円

９５０単位 ③ ９８１円 ③ １，９６２円 ③ ２，９４３円

９７４単位 ④ １，００６円 ④ ２，０１２円 ④ ３，０１８円

１，１０２単位 ⑤ １，１３８円 ⑤ ２，２７６円 ⑤ ３，４１４円

１，１３７単位 ⑥ １，１７５円 ⑥ ２，３５０円 ⑥ ３，５２５円

要介護３ ６５３単位 ① ６７５円 ① １，３５０円 ① ２，０２５円
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（１回あたり） ６８４単位 ② ７０７円 ② １，４１４円 ② ２、１２１円

１，０４０単位 ③ １，０７４円 ③ ２，１４８円 ③ ３，２２２円

１，０６６単位 ④ １，１０１円 ④ ２，２０２円 ④ ３，３０３円

１，２１０単位 ⑤ １，２５０円 ⑤ ２，５００円 ⑤ ３、７５０円

１，２４８単位 ⑥ １，２９０円 ⑥ ２，５８０円 ⑥ ３，８７０円

要介護４

（１回あたり）

７０８単位 ① ７３１円 ① １，４６２円 ① ２，１９３円

７４１単位 ② ７６５円 ② １，５３０円 ② ２，２９５円

１，１３２単位 ③ １，１７０円 ③ ２，３４０円 ③ ３，５１０円

１，１６１単位 ④ １，１９９円 ④ ２，３９８円 ④ ３，５９７円

１，３１９単位 ⑤ １，３６３円 ⑤ ２，７２６円 ⑤ ４，０８９円

１，３６２単位 ⑥ １，４０７円 ⑥ ２，８１４円 ⑥ ４，２２１円

要介護５

（１回あたり）

７６２単位 ① ７８７円 ① １，５７４円 ① ２，３６１円

７９９単位 ② ８２５円 ② １，６５０円 ② ２，４７５円

１，２２５単位 ③ １，２６５円 ③ ２，５３０円 ③ ３，７９５円

１，２５６単位 ④ １，２９７円 ④ ２，５９４円 ④ ３，８９１円

１，４２７単位 ⑤ １，４７４円 ⑤ ２，９４８円 ⑤ ４，４２２円

１，４７２単位 ⑥ １，５２１円 ⑥ ３，０４２円 ⑥ ４，５６３円

※ 上表の保険給付に、地域区分１０.３３円を上乗せして計算しております。

・ 認知症対応型通所介護 ・介護予防認知症対応型通所介護利用者の利用料金は

1回につきとなっております。

・ ○数字は居宅サービス計画に基づく通所介護の利用時間です。

① ３時間以上４時間未満 ④ ６時間以上７時間未満

② ４時間以上５時間未満 ⑤ ７時間以上８時間未満

③ ５時間以上６時間未満 ⑥ ８時間以上９時間未満

各種加算料金

加算名 １割 ２割 3割 備考

入浴介助加算Ⅰ

（１日 ４０単位）
４１円 ８２円１２３円

デイサービスにて入浴介助を行った場合に算定

します。ここでいう介助には、自立支援のために

直接的な介助を行わず、見守りや声掛けでの介助

も含みます。また、体調不良等により入浴されな

かった場合は算定しません。

個別機能訓練加算Ⅰ

（１日 ２７単位）
２８円 ５６円 ８４円

1日 120分以上機能訓練指導員の職務に従事する

理学療法士等を 1名以上配置し、機能訓練指導

員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職

種の者が共同して、利用者毎にその目標、実施方

法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、こ

れに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方

法等について評価等を行います。開始時及びその

3か月後に 1回以上利用者に対して計画・評価の

内容の説明を行った際に算定します。
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個別機能訓練加算Ⅱ

（１月 ２０単位）
２０円 ４０円 ６０円

個別機能訓練計画における「ADL」「IADL」「起

居動作」「健康状態」「個別機能訓練の目標」「個

別機能訓練の内容」等を、厚生労働省所管の科学

的介護情報システム（LIFE）に提出し、個別機能

訓練計画の作成・実施・評価・改善の一連のサイ

クルにつなげる管理を行った際に算定します。

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）

（１日 22 単位）

２２円 ４４円 ６６円

より専門的な介護を行える体制として、事業所の

介護職員のうち介護福祉士の占める割合が常勤

換算で７０％以上である場合に算定します。

サービス提供体制強化加算

（Ⅱ）

（１日 18 単位）

１８円 ３６円 ５４円

より専門的な介護を行える体制として、事業所の

介護職員のうち介護福祉士の占める割合が常勤

換算で５０％以上である場合に算定します。

サービス提供体制強化加算

（Ⅲ）

（１日 ６単位）
６円 １２円 １８円

より専門的な介護を行える体制として、事業所の

介護職員のうち介護福祉士の占める割合が常勤

換算で４０％以上である場合に算定します。

9時間以上 10 時間未満

（１日 ５０単位）
５１円１０２円１５３円

延長の場合は基本単位に加算します。

10 時間以上 11時間未満

（１日 １００単位）
１０２円２０４円３０６円

11 時間以上 12時間未満

（1日 １５０単位）
１５３円３０６円 ４５９円

12 時間以上 13時間未満

（1日 ２００単位）
２０４円４０８円 ６１２円

ADL 維持等加算（Ⅰ）

（1月 30 単位）

※介護予防は除く
３１円 ６２円 ９３円

厚生労働省所管の科学的介護情報システム

（LIFE）に提出する令和３年度以降の評価をもと

に、自立支援・重度化防止の観点から、ＡＤＬ（日

常生活動作）の維持又は改善の度合いが一定の水

準を超えた場合に算定します。

厚生労働省が定める基準（ADL 利得値）に

照らし、改善率が高い場合はⅡを、低い場

合はⅠを算定します。

ADL 維持等加算（Ⅱ）

（1月 60 単位）

※介護予防は除く

６１円１２２円 １８３円

科学的介護推進体制加算（1

月 40 単位）
４１円 ８２円 １２３円

利用者全員を対象として、利用者ごとの心身の状

況等やケアの内容、リハビリテーション等のデー

タを厚生労働省へ提出し、厚生労働省からのフィ

ードバックを活用しつつケアの質向上を図る取

組みを実施している場合に算定します。

事業所規模別の報酬等に関す

る新型コロナ感染症対策
所定単位の 3％加算

厚生労働省が定めた期間内において、前年度の平

均延べ利用者数等から 5％以上の利用者減が生じ

た場合

若年性認知症利用者

受入加算

（１日 ６０単位）

６１円１２２円１８３円
若年性認知症利用者に対してサービスを行なっ

た場合に加算します。

送迎未実施減算

（－４７単位／片道）
－４８円－９６円

－１４４

円

送迎を行わない場合は（約４８円／片道）減額し

ます

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

※令和６年５月３１日まで

1月につき所定の単位

104/1000

国が定める基準に適合し、介護職員の処遇改善等

を実施しているものとして、所定単位数（基本サ

ービス費に各種加算減算を加えた総単位）に 104

／1000 及び 31/1000 を乗じた単位数を加算しま

す。

介護職員特定処遇改善加算

（Ⅰ）

※令和６年５月３１日まで

1月につき所定の単位×

31/1000
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介護職員等ベースアップ等

支援加算

※令和６年５月３１日まで

1月につき所定の単位×23/1

000

令和 4 年 10 月 1日より介護報酬が臨時改

定され、「介護職員等ベースアップ等支援

加算」が創設され、これまでの介護職員処遇改善

加算に加え、介護職員等の更なる処遇改善が成さ

れる。

基本報酬に、処遇改善加算以外の加算・減算に加

えた単位数に 23/1000 を加算率を乗じて算出し

ます。

＜令和 6 年 6月 1日より改定＞

加算名 １割 ２割 3割 備考

介護職員処遇改善加算

（Ⅰ）
1月につき所定の単位×

181/1000

キャリアパス要件及び職場環境等要件を満

たし、介護職員の処遇改善等を実施している

ものとして、所定単位数（基本サービス費に

各種加算減算を加えた総単位）に 18.1％を乗

じた単位数を加算します。

※１ 上表の保険給付に、地域区分１０.３３円を上乗せして計算しております。

・利用者がまだ要介護認定又は要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいっ

たんお支払いいただきます。要介護又は要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保

険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払い

となります。

・償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス

提供証明書」を交付します。

・利用者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。（下記(２)①参照）

・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更しま

す。

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第７条参照）

以下のサービスは、利用者が選択し利用するサービスで利用料金の全額が利用者の負担となり

ます。

① 食事及びおやつ提供

・利用者のサービス利用時に食事（昼食）とおやつを提供します。調理に要する費用（光熱水費、

人件費など）と材料費相当分の利用料が必要です。

朝食の提供にかかる費用 １回につき ３５０円

昼食の提供にかかる費用 １回につき ６６０円

夕食の提供にかかる費用 １回につき ６６０円

おやつの提供にかかる費用 １回につき １１０円

② レクリエーションなど

・利用者の希望により施設が行うレクリエーション行事などに参加していただくことができま

す。施設外へ外出行事も行っています。

材料費等 費用実費程度 実費
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③ 日常生活上必要となる諸費用実費

・利用者の日常生活に要する費用のうち、利用者に負担していただくことが適当である日常生活

品の購入代金等の費用を負担いただきます。

紙おむつ等

尿パット １枚につき ３０円

リハビリパンツ １枚につき １２０円

テープ止めタイプ １枚につき １５０円

・経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがありま

す。その場合は、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２か月前までにご説

明します。

④その他の費用

・認知症対応型通所介護 、介護予防認知症対応型通所介護サービスの中で提供される便宜のう

ち、日常生活においても通常必要となるものに係わる費用であって、利用者に負担していただ

くことが適当と認められる費用は、利用者の負担となります。

写しの交付 １枚につき ２０円

清涼飲料水の提供にかかる費用 １杯につき(130cc) ２０円

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照）

前記（１）及び（２）の料金、費用は、サービス利用月の翌月に請求しますので、下記のいずれ

かの方法で事業所にお支払い下さい。

1 窓口での現金支払

2 指定口座からの自動振替

3 利用者の預金口座からの自動引落し

4 銀行口座への振込み

⑤ 現金書留

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第８条参照）

利用者は、利用予定日の前に、利用者の都合により、通所介護サービスの利用を中止または変更、

もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、利用者はサービス実施

日の前日までに事業者に申し出ることとします。

利用者が、利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場

合は、取消料として下記の料金をお支払いいただきます。

前日までに申し出があった場合 無 料

前日までに申し出がなかった場合
食事代（660 円）及びおやつ代（110 円）

相当額

・サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により、利用者の希望する期間

にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して担当介護支援専門員と

協議します。
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5 秘密の保持（契約書第 12 条参照）

職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族等の秘密を漏らしてはなら

ないものとします。また、職員であったものが、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者また

はその家族等の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。また、退職後も同様とします。

さらに、居宅介護支援事業所等に対し、利用者またはその家族等に関する情報を提供する場合は、

あらかじめ文書により利用者またはその家族等の同意を得るものとします。

6 個人情報保護（契約書第 12 条参照）

個人情報保護のため「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取り扱いのためのガイダンス（平成 29 年 5 月 30 日改正 厚生労働省）」を遵守します。

したがって、利用者及び利用者世帯のプライバシーの尊重に万全を期するとともに、正当な理由が

なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしません。また、職員であったものが、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じま

す。したがって、利用者及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期するとともに、正当な理由な

く、その業務に関して知り得た秘密を漏らしません。また、退職後も同様とします。

当事業所において利用者およびその家族の個人情報の利用目的は次の通りです。

・ 当該事業所が利用者等に提供するサービス

・ 居宅介護支援事業所等に対する情報提供

・ 業務の維持・改善のための資料

・ 学生等の実習への協力

・ 介護保険事務

・ 業務上必要な行政への対応

・ ご家族への心身の状況説明及びご家族からの問い合わせ対応

・ 損害賠償保険等に係る保険会社への相談又は届出等

・ 科学的介護情報システム（LIFE）での厚生労働省への情報提供

・ 当該事業所からのご案内

・ 外部監査機関、評価機関等への情報提供

以上の利用目的以外で利用者の情報を利用する場合は、利用者ご本人に個別に理由をご説明し

同意を得た上で行うものといたします。

7 事故発生時および緊急時の対応

（１）利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、城陽市、

京都府及び当該利用者の係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるも

のとします。また、賠償すべき事故が発生した場合は、できる限り速やかに損害賠償を行います。

（2）利用者に対するサービスの提供の際に利用者の病状の急変があった場合には、医師の指示を受け、

必要により最寄の救急病院等に搬送するなどの措置を講ずるとともに、家族及び関係機関等に連絡

を行います。

8 損害賠償について （契約書第１５条、第１６条参照）

（１）当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその

損害を補償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。

ただし、利用者にも故意または重大な過失が認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じる

ことができるものとします。



―10
―

（２）損害賠償がなされない場合

以下の事由に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を負いません。

①利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げずまた

は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合

②利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取及び確認に対して故意にこれを告げ

ず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合

③利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して

損害が発生した場合

④利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示及び依頼等に反して行った行為にもっぱら起因し

て損害が発生した場合

9 非常災害対策

消防法令等に従い、非常災害に関する具体的計画を立てるとともに、非常災害に備えるため、

年２回以上避難、救出その他必要な訓練を行います。

10 感染症対策・業務継続に向けた取り組み

感染症や災害が発生した場合でも必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する為

に次の措置を講じます。

(1)感染症対策・業務継続に関する定期的な委員会の開催

(2)感染対策・業務継続に関する指針の整備

(3)定期的な研修及び訓練の実施

11 身体拘束の禁止

(1)当事業は、利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の

内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等、

記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行います。

(2)職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。

12 虐待防止に関する事項

(1)利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、担当者を定めて次の措置を講じます。

①虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修の実施

②利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

③虐待防止の為の指針整備

④虐待防止のための対策を検討する委員会の設置と従業者への周知

(2)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

13 ハラスメントに関する事項

適切な介護サービスの提供を確保する観点から、職場内及び訪問先において従業者に対する以下

のハラスメントの防止の為に必要な措置を講じます。

ここでいうハラスメントとは、行為者を限定せず優越的な地位または関係を用いたり、拒否・回

避が困難な状況下で下記（1）～（3）のいずれかの行為に該当するものとします。
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(1)身体的な力を使って危害を及ぼす行為（回避して危害を免れた場合も含む）

（パワー・ハラスメント、カスタマー・ハラスメント、他）

(2)個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり貶めたりする行為

（パワー・ハラスメント、カスタマー・ハラスメント、他）

(3)意に沿わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ

（セクシャル・ハラスメント）

14 利用者への説明・同意等に係る見直し

利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務 負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、

ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、以下の見直しを行う。

【省令改正、通知改正】

（1） 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁 的記録による対応を原則認めることと

する。

（2） 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替

手段を明 示するとともに、様式例から押印欄を削除する。

15 事業所利用上の留意事項（契約書第１３・１４条参照）

実際にサービスの提供を受ける際に利用者が留意すべき事項としては、次の通りとします。

（１）建物、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用してください。

（２）建物、設備、什器及び備品等について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは

変更した場合には、利用者に自己負担により原状に復していただくか、または相当の代価をお

支払いいただく場合があります。

（３）当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動等を

行うことは出来ません。

（４）敷地内での喫煙は出来ません。

（５）施設の秩序・風紀を乱したり、安全衛生に害することや、けんか・口論・泥酔等他人に迷惑

をかける行為は禁じます。

(６）正当な理由がなく、施設内で知り得た他の利用者またはその家族の個人情報を漏らしてはなり

ません。特に、当施設の他の利用者が入った写真等を使用する場合は、施設の許可を得てくだ

さい。

16 苦情の受付について（契約書第 24 条参照）

（１）当事業所における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受付けます。

○苦情受付担当者 生活相談員 山中 潤也

○苦情解決責任者 センター長 谷口 喜智

○苦情等受付時間 月曜～日曜 8：30～17:00

※当事業所では、相談解決実施要綱を定め、利用者からの相談及び苦情に迅速かつ適切に

対応します。

（２）当事業所以外に、各居宅介護支援事業所、保険者、城陽市高齢介護課、国民健康保険団体連合会

等でも苦情を受付けています。

○苦情受付 京都府国民健康保険団体連合会

(介護保険課介護相談係）

○苦情等受付時間 午前 9：00～12：00 午後 13：00～17：00

（土日祝は除く）

○連絡先 ℡：075-354-9090
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○苦情受付 城陽市高齢介護課

○苦情等受付時間 午前 8：30～12:00 午後 13:00～17:15

（土日祝は除く）（12/29～1/3 除く）

○連絡先 ℡：0774-56-4043

17 第三者評価の受診状況

当施設では、個々のサービス事業者の組織運営及びサービス提供内容について、その透明性を高

めるとともに、サービスの質の向上・改善に寄与することを主な目的として、介護サービス第三者

評価を受診しています。

直近の受診年月日：令和 4年 5月 17 日

評価機関名称：一般社団法人京都府介護福祉士会

評価結果につきましては、当施設ホームページおよび京都介護・福祉サービス第三者評価等支援

機構のホームページで閲覧いただけます。

・城陽市立東部デイサービスセンター http://www.takedahp.or.jp/group/welfare/joyo/

・京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構 https://kyoto-hyoka.jp/


